
（※１）

（※２）

変更部分については太字

①　埋立て等を行う面積が５００㎡以上３，０００㎡未満であること

規則で定める事業については、届出の義務なし。

新制度（案）
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り

②　埋立て等に使用する土砂等の種類が採石法、砂利採取法及び千葉県土砂採取条例に基づき許認可
等がされた採取場から採取された土砂等であること

③　埋立て等の最大盛土高が１メートル未満であること

事前協議+許可申請
看板掲出必要
地元説明必要

許可申請
看板掲出必要
地元説明なし

条件（※１）を満た
せば

小規模届出
看板掲出なし

規制なし

特定事業区域の面積

条件（※１）を満たせ
ば

小規模届出
看板掲出必要

簡易な埋立て等届出（※２）
看板掲出必要

事前協議+許可申請
看板掲出必要
地元説明必要

3000㎡以上

資料2

500㎡未満

500㎡以上
3000㎡未満

現行

規制体系図

事前協議+許可
申請

看板掲出必要
地元説明必要


